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EU認 識研究 に関す る一考 察

―日本のエリー ト調査を事例として―

福 井 英次郎

は じ め に

本稿は,日 本国内ではこれまでほとんど注 目されてこなかった対EU認 識

(perception)に 関 す る 研 究 に 焦 点 を 当 て る。EU認 識 研 究(EU perception

studies)は,EU域 内外 の社 会 がEUを どの よ う に認 識 して い る の か を 明 らか

にす る とい う研 究 で あ る。 この研 究 は,以 下 の3点 の 理 由 か ら重 要 で あ る 。第

1に,EUが 世 界 各 地 で どの よ うに受 容 され て い る の か とい う こ とは,EUの

欲 す る政策 の実 現 可 能 性 な ど を考 え る上 で,決 して 避 け て通 る こ とが で きな い

か らである。EC/EUの 存在感が小さかったころには,EC/EUに 対する認識

はそれほど重要ではなかった。しかし,ロ ーマ条約から50年あまりが経過 し,

EU自 身が世界的に存在感を増 しているというところまで到達 した現在,EU

に対する認識はEU域 内外で重要なテーマとして浮上 している。 しかしEU

認識研究は,例 えば世界各地の対米国認識の研究の蓄積 と比較すると明 らかで

あるように,端 緒についたばか りであり,さ らなる進展が必要である。

第2に,欧 州域外の対EU認 識を明らかにすることは,「EUは 何であるの

か」 というEUの アイデンティティに関する研究に貢献で きるか らである。

アイデンティティの形成には,自 分が何であるのかという視点と同時に,ど の

ような存在 として他者に認識 されているのか という視点が重要である。EU認
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識研究は後者の視点を提供できるのである。

第3に,EU認 識研究は,日 本におけるEU研 究のあり方の1つ を示す可能

性があるからである。 日本のEU研 究は現在,そ の研究のあ り方 に関して大

きな課題を背負っているといえる。 日本でのEU研 究 を考えるときに,EU内

で欧州人 と全 く同じピッチに立ち,同 じ視点で研究することは当然ながら重要

である。しかし同時に,EU域 外国からの視点によってEU研 究に貢献するこ

と もで きる ので あ る。 本 稿 の 目的 の1つ は,ま さ に こ の可 能性 を提 示 す る こ と

にあ る 。

この よ うに,認 識 研 究 はEU研 究 全 体 に とっ て も,日 本 のEU研 究 に とっ

て も,大 きな意 義 を持 って い る 。 しか し,日 本 で は こ れ まで,EU認 識 研 究 が

実 施 さ れ る こ と もな く,ま たEU認 識 研 究 に 関 心 が 払 わ れ る こ と も ほ とん ど

なか った 。 そ こで 本稿 で は,EU認 識 研 究 の動 向 を紹 介 した上 で,そ の実 例 の

1つ と して エ リー トに 関す る調査 を扱 う こ とにす る。 エ リー トに関 す る調 査 は,

メデ ィア と世 論 に 関す る調 査 と と もに,後 述 す るニ ュー ジ ー ラ ン ドの 「国立 欧

州 研 究 セ ン ター(National Centre for Research on Europe: NCRE)」 に よ っ て主

導 さ れ て い るEU認 識 研 究 の3本 柱 の1つ で あ る。 こ れ まで,メ デ ィア 分 析

や 世 論 調 査 な どで,日 本 にお け るEUに 対 す る 一 般 的 な認 識 が 明 らか に な っ

てきている。これらを踏まえ,本 稿ではエリー トを取 り上げる。そして紙面の

制約上,全 てを扱えないために,特 に国際政治におけるEUに 関する認識 に

焦点を当てることにする。

本稿の構成は,第1章 でEU認 識研究の全体像を示 し,そ の中でのエリー

ト調査の位置づけを明らかにする。まず研究の動向の概略を示 し,次 に研究の

中心であるNCREグ ループの特徴を説明 し,最 後に既存のエ リー ト調査 を検

討する。第2章 では実際のエリー ト・インタビュー調査に焦点を当てる。ここ

ではインタビュ ー調査の手法を説明し,次 に2007年5月 から10月に実施された

エリー ト・インタビュー調査 をもとに,日 本のエ リー トのEU認 識 を明 らか

にする。最後にプロジェク ト参加各国の結果 と比較する。
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第1章 EU認 識 研 究 の 動 向 と エ リ ー ト調 査 の 位 置 づ け

第1節 EU認 識 研 究 の動 向

EU認 識 研 究 に最 初 に興 味 を示 した の は,ク ラ イス トチ ャー チ(ニ ュー ジー

ラ ン ド)の カ ン タ ベ 」ルー・大 学(University of Canterbury)のM.ホ ラ ン ド

(Holland, M.)とN.チ ャバ ン(Chaban, N.)の グ ル ー プ だ っ た 。彼 らは2003年

に,カ ン タベ リー大 学 に設 置 され て い るNCREの 一 プ ロジ ェ ク トと して,「 ア

ジ ア ・太平 洋認 識 プ ロ ジ ェ ク ト(Asia-Pacific Perception Project:APPP)」 を開 始

し,EU認 識研 究 を本 格 化 させ た 。APPPの 研 究 目的 は,オ ー ス トラ リ ア ・ニ

ュ ー ジ ー ラ ン ド ・タ イ ・韓 国 とい う4力 国 を対 象 と し,メ デ ィ ア上 のEU像

を把 握 す る と と も に,そ の4力 国 にお い て エ リ ー トと世 論 の2つ の 視 点 か ら

EUに 対 す る認 識 を 明 らか にす る こ とで あ った 。APPPの 主 要 な研 究 業 績 は,

上 述4力 国 の メ デ ィ ア分 析 と世 論 調 査 に よ るEU認 識 研 究 や オ ー ス トラ リ

ア ・ニ ュー ジー ラ ン ド ・タ イの エ リー トにお け るEUに 対 す る認 識 の 比 較 研

究 な どで あ る。

APPPに よ って 開始 され た ア ジ ア ・太 平 洋 に お け るEU認 識研 究 は,「 ア ジ

ア ・欧 州 財 団(Asia-Europe Foundation: ASEF)」 の イ ニ シ ア テ ィブ に よ り2005

年 に開 始 され た 「ア ジア にお け る 欧州 研 究(European Studies in Asia: ESiA)」

で,最 初 に採 択 され た研 究 プ ロ ジ ェ ク トとな っ た 。 「ア ジ ア の 眼 か ら見 たEU

(The EU through the Eyes of Asia,以 下EUEA)」 と名 づ け られ た こ の プ

ロ ジ ェ ク トは,NCREの ホ ラ ン ド とチ ャ バ ン が 中心 とな り,日 本 ・中 国 本

土 ・韓 国 ・シ ンガ ポ ール ・タイ とい う ア ジア5力 国 と香 港 特 別行 政 区 にお け る

EUに 対 す る認 識 を,メ デ ィア ・世 論 ・エ リー トとい う3つ の対 象 を通 じて明

らか にす る こ と を 目的 と して い る。

EU域 内 で は,GARNET (Global Governance, Regionalisation and Reguiation:

The Role of the EU)の 下 で,イ タ リ ア の ボ ロ ー ニ ャ 大 学 のS.ル カ レ ッ リ
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(Lucarelli, S.)を 中 心 に し た 「EUの 域 外 イ メ ー ジ(The External Image of the

European Union)」 研 究 プ ロ ジ ェ ク トが あ る 。 ル カ レ ッ リ 主 導 の 研 究 プ ロ ジ ェ

ク トで は,研 究 対 象 は,オ ー ス ト ラ リ ア,ブ ラ ジ ル,カ ナ ダ,中 国,エ ジ プ ト,

日本,イ ン ド,南 ア フ リ カ と 世 界 全 域 に 渡 っ て お り,ま た 分 析 の レ ベ ル も 各 国

からNGOま でを焦点に入れている。

両グループの関係は必ず しも排他的ではな く,両 グループは研究者 と研究

テーマの両面で交流があ り,ま た研究の関心が重複 している部分 もある。しか

し両グループの関心の中心は異なっている。ルカレッリのグループの関心は,

EU域 外 の ア ク タ ーが どの 程 度EUを 「特 殊 な(distinctive)」 ア ク ター と して

見 て い る の か とい う こ とに あ る。 こ の 関心 の背 景 に は,EUの 外 交 政 策 研 究 の

傾 向 が あ る。 ル カ レ ッ リに よ る と,EUの 外 交 政 策 の研 究 は これ まで,EUが

「特殊な」アクターであるという考え方に則っていた。しかし,EUが 「特殊」

であるかどうかは,EU自 身が 「特殊」であると自己規定するだけでなく,他

者がEUを 「特殊」 と判断 していなければならない。 しかし既存研究では,

この他 者 の視 点 に関 す る研 究 が 「失 わ れ た環(missing link)」 で あ っ た とい う。

そ して そ の 環 を繋 ぐた め に,世 界 各 国 のEU認 識 を明 ら か に し よ う とす るの

で あ る。

これ に対 してNCREの グ ル ー プ は,EUとEU域 外 地 域 で あ る ア ジ ア ・太

平 洋 の 関係 と い う枠 組 を 中心 と し,ア ジ ア ・太 平 洋 地 域 のEUに 対 す る認 識

を明 らか にす る こ と自体 を 目的 と して研 究 を 開 始 した 。NCREの グ ル ー プ の

最 初 のEU認 識 研 究 プ ロ ジェ ク トで あ っ たAPPPで は,そ の背 景 と して,EU

とEU域 外 地 域 と の 間 に あ る 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 赤 字(communication

deficit)」の存在を指摘 している。彼 らによると,現 状では,ア ジア ・太平洋地

域では対EU認 識に関する情報の収集さえなされていないのが実情であるた

め,ま ず対EU認 識 に関する情報 を収集す ることが必要 であ るとい う。

NCREの グループによって主導 されたEUEAはAPPPの 延長線上 にあ り,

アジア ・太平洋地域の包括的な情報収集を第一の目的としている。
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第2節 NCREの グループの研究の特徴

次 に,本 稿と関係の深いNCREの 研究について,詳 細に見てい く。NCRE

のグループの研究は,2つ の特徴 を持 っている。1つ は,プ ロジェク ト参加国

の情報を比較可能な状態で収集しようとすることである。実際に,後 述するメ

ディア分析,世 論調査,エ リー ト・インタビュー調査の3つ で,NCREは 質

問表や分析方法を共通化 している。共通化の長所は,プ ロジェク ト参加国間で,

EU認 識の同一性 と相違性 を明確化できることである。加えて,相 違の要因を

明らかにする過程で,プ ロジェクト参加各国の独 自性を明らかにできる可能性

もある。しかし共通化には短所もある。それは,参 加国はそれぞれに地域的相

違があるために,そ の相違が情報に反映されてしまう可能性があることである。

そのため共通のアプローチを採用 しても,比 較可能になるとは限らない。ただ

この分野での既存研究がない以上,比 較可能でない場合であっても,そ の限界

を明 らかにしつつ情報を示すことは意義があるといえる。

NCREの グループの研究の特徴はまた,EU認 識研究の分析枠組がプロジ

ェク ト開始時より明確にされていることである。その枠組とは,メ ディア ・世

論 ・エ リー トという3つ の分析対象を通じて,EU認 識を明らかにするという

ことである。メディア ・世論 ・エリートという3つ の対象を分析することはそ

れぞれに目的がある。第1に,メ ディアの分析 を通 じて,メ ディアがEUを

どのように伝えているかを明らかにすることができる。一般に外国の情報は,

直接的にアクセスできる可能性のある国内の情報 と比較すると,メ ディアの果

たす役割が大きく,メ ディアの伝える内容が市民にとって中心的な情報 となり

うる。そのためメディアが伝 えるEU像 を明 らかにすることは重要である。

しかしメディアによって供給されるイメージは,メ ディアの伝えるままに市民

に受け入れられているわけではない。そこで第2に,世 論調査 を通 じて,EU

がどのように受容されているのかを明らかにすることが必要となる。そして,

メディアによって伝えられるEU情 報と,世 論調査を通 じて明らかになるEU

に対するイメージの2つ を関連付けることで,国 内のEUに 対する認識の実
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態 を多 角 的 に分 析 す る こ とが で き る こ とに な る。 第3に,エ リ ー トへ の調 査 を

通 じて,特 定 の 人 々 のEU認 識 を明 ら か に で き る。 エ リー トの 調 査 は,メ デ

ィア や 世 論 の調 査 を通 じて 明 らか に な る一 般 的 なEU認 識 で は な く,あ る特

定 の 層,特 に社 会 的 に影 響 力 の あ るエ リ ー ト層 のEU認 識 を 明 らか に す る こ

と を 目的 とす る 。 これ ら3つ の対 象 を通 じて,EUに 対 す る認 識 を明 らか に し

よ う と試 み てい るの で あ る。

第3節 エ リー ト調 査

EUEA以 前 の エ リー ト調 査 は主 に,前 述 したAPPPで 実 施 さ れ て い た オー

ス トリア ・ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ・タ イ に関す る調 査 と,韓 国 に関 す る調査 が あ る。

この2つ の先 行 研 究 を検 討 し,問 題 点 を明 らか にす る。

APPPで 実 施 さ れ た 調 査 は オー ス トラ リ ア ・ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ・タ イ の エ

リ ー トに お け るEU認 識 に 焦 点 を 当 て て お り,2005年 に論 文 が発 表 さ れ た 。

こ の調 査 は2005年7月 か ら9月 に か け て合 計71人(オ ース トラ リア27人,ニ ュー

ジーラン ド24人,タ イ20人)に 対 して 実 施 され た 。 調査 対 象 で あ る エ リー トは,

1つ の セ ク ター に限定 せ ず 多 様 性 を持 たせ る た め,政 策 形 成 者,ビ ジネ ス ・エ

リー ト,メ デ ィ ア ・エ リー トの3つ に分類 され てい る。 調査 方 法 は対 面 式 の イ

ンタ ビ ュ ー形 式 を取 っ て い る。 これ は調査 の柔 軟 性 を生 む こ とや 面接 対 象 者 と

質 問者 の 間の信 頼 を生 む た め に重 要 で あ る とい う。 質 問 表 は3国 共 通 で あ り,

「認 識 され て い るEUの 重 要 性」 「認 識 さ れ て い るEUの 影 響(EU拡 大 ・ユ ー

ロ)」 「無 意 識 のEUイ メ ー ジ」 「EUに 関 す る 情 報 源 」 の4種 類 の 質 問 か ら構

成 され て い る。 「EU拡 大」 に関 す る質 問 の み2問 で 構 成 さ れ て い るが,他 は

全 て単 独 の質 問 で あ る。

一 方
,韓 国 エ リー トに 関 す る 調査 は,EUEAに も参 加 して い る 高麗 大 学 の

S.パ ク(Park, S.)ら に よ って 実 施 され た。 この 調 査 は2006年5月30日 か ら6

月2日 に か け てeメ ー ル で 質 問表 を送付 す る とい う形 式 で 実施 され た。 質 問 表

は,「EUの 一 般 認 識 」(3問)「EUの 現 状 に お け る理 解 」(7問)「EUの 国 際
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的 役 割 お よび 韓 国 ・EU関 係 の 評 価 」(9問)「EUの 情 報 源 」(4問)の4種 類

(23問)か ら構 成 され て い た。500人 以 上 の韓 国 の 「専 門家 た ち(experts)」 に質

問 表 を送 付 し20人 か ら回 答 を得 て い る。 なお 専 門家 の 内訳 は大 学 教 授(11人),

経 済 研 究 所 に勤 務 す る研 究 員(5人),ビ ジ ネ ス ・パ ー ソ ン(3人),ジ ャー ナ

リス ト(1人)で あった。

2つ の研究の貢献 と問題点を見てみよう。まずAPPPの 調査では,各 国の

回答の比較をするために共通の質問表が準備されていた。また,エ リー トを政

策形成者 という政治エリー トに限定せずに,ビ ジネス分野およびメディア分野

のエリー トに対しても調査 をしたことは重要である。なぜならば,グ ローバル

化の進む現在においては,国 際政治の権威は多様化 しているからで,国 家に基

礎を置いた政治エリー トを対象 とするだけでは不十分だからである。その一方

でAPPPの 調査は,質 問項目が単純過ぎる。質問が単純であることは,回 答

に対 して再度詳細に質問することが必要になる。これは必ず しも悪いわけでは

ないが,特 に各国の研究を比較 しようとするのであれば,質 問を細かい要素に

分解するなど,よ り構造的に質問項 目を構成する必要がある。

次 に,バ クらによる韓国の調査は,APPPの 調査の弱点であった質問項目

の曖昧性が取 り除かれてお り,質 問の種類を大きく4つ にわけ,そ れぞれに3

問から9問 の質問をしている。これによって,明 らかにしたい事項に対 し多角

的に質問できるようになった。韓国の調査の問題点は,第1に,回 収率の低さ

が挙げられる。500人 以上に質問表を送付 し回答者が20人 であり,回 答率は4

%弱 に過ぎなかった。第2に,こ のeメ ールを送付する方法は認識研究に必要

な補足的質問をできない という問題があった。エリー ト調査 はEUに 対する

認識をより詳細に明らかにすることを目標 としている。しか しバクらの方法は

この目標を達成するのには適していなかった。

このように,APPPに よる調査 と,バ クらの調査はともに,調 査方法に改

善点があった。これ らを修正 し,EUEAで のエリー ト調査 を実施する必要が

あった。
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第2章 エ リー ト ・イ ン タ ビ ュ ー 調 査

第1節 研 究手 法

本節 で は,本 稿 の エ リー ト ・イ ン タ ビ ュー調 査 の研 究手 法 を説 明 す る 。 まず,

本 稿 の エ リー ト ・イ ン タ ビュ ー調査 で 明 らか に す る こ と を確 認 す る 。次 に,エ

リ ー ト調査 の持 つ 問題 点 につ い て考 察 す る。 そ の後 に,今 回 の調 査 の枠 組 を4

点から説明する。最後に,今 回の調査の概略を述べることとする。

本稿では量的制約のために,日 本のエリー トのEU認 識の中で,特 に国際

政 治 に お け るEUに 絞 る こ と にす る。 この 領 域 を選 択 した理 由 は,上 述 し た

ル カ レ ッ リの グル ー プ の 関心 に対 して,日 本 の エ リー ト調 査 の結 果 か ら貢 献 で

きるか らで あ る。

と ころ で,エ リー トのEU認 識 を明 らか にす る上 で,2つ の 問 題 が あ る。

1つ は,エ リー トの 選抜 方 法 の難 しさで あ る 。 そ もそ もエ リー ト層 の 認 識 の平

均 を取 る とい う こ とは現 実 的 に不 可 能 で あ る こ とを前 提 と しな け れ ば な らな い 。

NCREの グ ル ー プ は 当初 よ り,こ の こ とを認 識 して い た。 た しか にNCREの

グ ル ー プ は,最 終 的 に はエ リー ト層 のEU認 識 を明 らか にす る 目標 を掲 げ て

い る。 しか しなが ら,こ れ ま で ほ とん ど研 究 され て こ なか った こ とを考 え る と,

そ の 目標 へ の 途 上 で あ る研 究 は,「 ス ナ ッ プ シ ョ ッ ト」 だ と して も,そ の意 義

がある。この限界を踏まえ,面 接対象者 を選抜する方法を定めなければならな

い。だが面接対象者を選抜する方法を厳密に決めることも難 しいのである。な

ぜならば調査の対象としたい面接対象者がいつで も調査に協力 してもらえるわ

けではないか らである。これらより,選 抜方法の大枠を定め,そ の範囲内で調

査に協力する意図のあるエリー トを探すということになる。しかしこれは同時

に,も う1つ の問題である匿名性と関係することになる。本研究はエリートの

認識を明らかにするという目的であるため,実 際にインタビューをした人々が

どのようなエリートであるのか,す なわちエリートの属性は重要である。その
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一方で,今 回の調査は,エ リー トの所属する組織の対EU認 識ではな く,面

接対象者個人の認識に焦点を当てているために,注 意深 く匿名性を維持する必

要があった。特に,専 門的な知識に基づいた回答の場合,特 定化されてしまう

可能性が非常に高いために,面 接対象者のおおよその背景さえも非公表にする

ことを求められたケース も多かった。これらを理由として,エ リー トの選抜方

法を明確 に示すこともで きないのである。以上の2点 より,本 稿における実際

のエリー トは,本 研究で想定 しているエリー ト層の中で,調 査に協力する意図

のあったエリー トということになる。そして本稿では,エ リー トを具体的に示

すこともできないし,選 抜方法を明確 にすることもできないのである。ただ し,

それぞれの選抜理由と彼 らの属性については可能な限りで情報を示すこととし

た。

次に,エ リー ト調査の枠組を提示する。ここでは,比 較可能性,エ リー トの

分類,イ ンタビューの方法,面 接対象者の選び方の4つ の点から調査の枠組を

示す。第1に,こ の調査では共通の質問表 を導入 した。エリー ト調査 にとって

最初に要求されることは,プ ロジェクト参加各国の調査結果を比較できるよう

にすることである。EUEAで は比較可能性 を維持するために,共 通の質問表

を導入 し,分 析枠組の共通化を図った。

第2に,エ リー トを政治 ・ビジネス ・市民社会 ・メディアの4つ に分類 した。

上述したように,政 治エ リー トだけでなく,ビ ジネスやメディアの分野のエ

リー トを対象に入れることは重要である。加えて,市 民社会の分野のエリー ト

も対象とした。これはEUの 外交政策研究で焦点の当てられやすい人権や環

境の分野では,政 治エリー トやビジネス ・エ リートだけでは不十分だからであ

る。4つ の分野のエリー トはそれぞれ以下のような枠組で選抜 した。まず政治

エリー トは,通 商や経済,環 境などを含めた広義の外交に知見のある者 とし,

衆参両議院議員や外務省高官の合計8人 にインタビューを実施 した。 ビジネ

ス ・エリー トは上級管 理職を対象 としている。職務 におけるEUに 対する近

接1生より,特 に欧州に関係の深い業務 に従事 している面接対象者,国 際業務全
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般 に詳 しい 面 接 対 象 者,国 内 業務 中心 で あ る面 接 対 象 者 の3つ に分 類 し,そ れ

ぞ れ6人,2人,2人 に調 査 を実 施 した。 なお 業 種 は,電 機(2人),金 融(2

人),運 輸(1人),自 動 車(1人),商 社(1人),エ ネ ル ギ ー(1人),他 に特 に

専 門 的知 識 を有 す る分 野 が2人,合 計10人 で あ る。 市 民社 会 の エ リー トは,伝

統 的 に政 治 学 の対 象 で あ った 圧 力 団 体 な どに加 え,環 境 や 人 権 に 関 す るNGO

な ど も対 象 と し,基 本 的 に各 団体 の代 表 も し くは国 際 部 門 の責 任 者 で あ る 。面

接 対 象 者 は,経 営者 の 団体,労 働 組 合 の 団体,環 境NGO,人 権NGO,NGO

を支援 す る財 団法 人,シ ン ク タ ン クの研 究 員,国 際 的 ス ポ ー ツ団体 に従 事 す る

エ リー トで,合 計10人 で あ る。 メデ ィア ・エ リー トは全 国 紙,テ レ ビ局,通 信

社,経 済誌 で 欧州 や 国 際 的 なニ ュー ス報 道 に携 わ っ た こ との あ るエ リー トと し

た 。 全 国紙(6人),テ レ ビ局(2人),通 信 社(1人),経 済誌(1人)で あ る 。

第3に,エ リー ト調 査 で は対 面 式 の イ ンタ ビ ュ ー を実 施 す る こ と と した。 イ

ン タ ビ ュー調 査 の長 所 は,相 手 の 回 答 に応 じて追 加 の 質 問 をで き,質 問 そ の も

のや 質 問 の 意 図 を説 明で き る と こ ろ にあ る。 エ リー トの 認識 研 究 で は面 接 対 象

者 個 々人 の よ り詳細 な認 識 を明 らか に した い とい う 目的 が あ り,こ れ に は イ ン

タ ビ ュ ーが 適 切 と判 断 した 。 イ ン タ ビ ュー 調査 の方 法 は,「 セ ミ ・ス トラ クチ

ヤ ー ド」 とい う方法 を採 用 した。 この 方法 は,基 本 の 質 問項 目は決 ま っ てい る

が,面 接対 象 者 の返 答 に合 わせ て,さ らに質 問 を加 えて よ り深 い認 識 を明 らか

に した り,話 題 を広 げ た りす るス タイ ル で あ る。 質 問 者 は あ る程 度 自 由 に,イ

ン タ ビュ ー調 査 を実 施 す る こ とが 要 求 され る。J.D.ア ベ ル バ ック(Aberbach,

Joel D.)とB.A.ロ ックマ ン(Rockman, Bert A.)に よ る と,セ ミ ・ス トラ クチ

ャー ド法 は面 接対 象 者 の返 答 の ニ ュア ンス を把 握 す る場 合 に は有 効 で あ る とい

う。面接対象者の多様な認識を把握することを目的としている本研究では有効

な方法である。

最後に,イ ンタビュー調査の概略を確認する。インタビューは2007年5月 か

ら10月 にかけて実施 された。面接対象者は合計38人(政 治分野8人,ビ ジネス分

野10人,市 民 社 会 分 野10人,メ デ ィ ア分 野10人)で あ る 。
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第2節 日本 の エ リー ト ・イ ンタ ビュ ー調 査 と他 国 との比 較

本 節 で は,日 本 の エ リー ト ・イ ン タ ビュ ー調 査 の結 果 を示 す 。 本 稿 で は 国際

政 治 に お け るEUに 関 す る2つ の 質 問 を取 り上 げ,そ の 回答 を示 し,最 後 に

プ ロジ ェ ク ト参 加 各 国 の結 果 と比 較 す る 。

第1に,「 あ な た はEUを グ レー ト ・パ ワー と見 て い ます か」 と質 問 した。

「は い」 と答 え た の は,政 治分 野75%(6人),ビ ジ ネ ス分 野90%(9人),市 民

社 会90%(9人),メ デ ィ ア分 野80%(8人),全 体 で84%で あ っ た。 「い い え」

と答 え た の は,政 治 分 野25%(2人),ビ ジ ネス 分 野0%,市 民 社 会 分 野10%

(1人),メ デ ィ ア分 野20%(2人)だ っ た 。 未 回答 は ビジ ネ ス分 野10%(1人)

だ っ た 。 どの 分 野 もEUを グ レー ト ・パ ワー と見 な す 意 見 が 多 数 を 占 め た。

グ レー ト ・パ ワー と見 な さ なか った 面接 対 象 者 は 主 な 理 由 と して,EUに 安全

保 障 面 の 裏 づ け が な い こ とをあ げた(シ ンク タンク研究員お よび全国紙記者)。

第2に,「EUを グ レー ト ・パ ワー と して見 て い る」 面 接 対 象 者 に対 して,

「軍事 ・経済 ・外交 ・規範の分野ではグレー ト・パワーだと思いますか」 と質

問した。調査結果を提示する前に以下の点を確認 してお きたい。規範の分野と

しては,規 範的パワーの議論を前提に,人 権や死刑制度廃止などを念頭に置い

て い た 。 しか し 「EUは 規 範 的 パ ワー で あ る」 と答 え た面 接 対 象 者全 員 に そ の

具 体 例 を回答 して も ら った と ころ,環 境 や 会 計 な どの 「基 準(standard)」 作 成

のパ ワ ー な どを規 範 と判 断 した面 接 対 象 者 が 多 か っ た。 これ ら を踏 まえ,死 刑

制 度 廃 止 な どの 「規 範(norm)」 の 分 野 と 「規 範 以 外 」 の分 野 の2つ に分 け,

後 者 は参 考 と して 提 示 す る 。

調 査 結 果 で は,「 軍 事 の分 野 」 と回 答 したの は政 治 分 野 で17%(1人),ビ ジ

ネ ス 分 野 で22%(2人),市 民 社 会 分 野 で11%(1人),メ デ ィ ア分 野25%(2

人)だ っ た。 「経 済 の分 野」 と回答 した の は 政 治分 野 で100%(6人),ビ ジ ネス

分 野 で100%(9人),市 民社 会分 野 で78%(7人),メ デ ィ ア分 野100%(8人)

だ った 。 「外 交 の分 野 」 と回答 したの は政 治 分 野 で50%(3人),ビ ジネ ス分 野

で56%(5人),市 民 社 会 分 野 で44%(4人),メ デ ィア分 野63%(5人)だ った 。
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「規範の分野」 と回答 したのは政治分野で33%(2人),ビ ジネス分野で0%,

市民社会分野で0%,メ ディア分野50%(4人),規 範の回答の中で 「規範以

外の分野」 は政治分野で83%(5人),ビ ジネス分野で67%(6人),市 民社会

分野で56%(5人),メ ディア分野88%(7人)だ った。全体的に見 ると,イ ン

タビュー対象者の問では,EUは 経済的なグレー ト・パワーであると認識され

ているといえる。その一方で,規 範面や軍事面ではグレー ト・パワーとは見 な

されていなかった。

経済面や外交面,軍 事面では,回 答は簡潔であることが多かったが,規 範面

では回答が多様であった。そこで詳細 に述べると,第1に 「規範の分野」では

「人道 ・人権 といったファンダメンタルな規範に基づいて地球全体のマネジメ

ントに貢献 している」(全国紙役員)と いう最大限の評価 もあるが,全 体 として

の比率は少なかった。また具体例 として,2人 の政治エリー トが 「国際刑事裁

判所」 に言及し,EUが 国際刑事裁判所への加盟の働 きかけている点を指摘 し

た。ただEUの 規範面のパワーについて,あ くまで米国の対抗する規範 とし

て意味があるとする意見(シ ンクタンク研究員)が あり,EUの 規範が相対的で

あるということも指摘 されている。また,「死刑制度廃止を訴 えていて も,そ

れによって実際に(死 刑制度廃止が)広 がっているわけではない」(通信社)と し

て,EU自 身の行動とその結果の区別の重要性を指摘する意見 もあった。その

一方で
,EUの 規範性 に疑念 を示す意見があった。それはEUの 追求する規範

について,「人権に関 しては,欧 州は域内外でダブルスタンダー ドのように思

える」(商社)し,「(規 範を)ア ジアに対 して押し付けているだけに見える」(財

団)と いうのである。これらの意見は 「規範の分野」に関して,EUの 追求す

る規範そのものの正統性への疑念とともに,仮 にその規範が正統性を持つと認

識 されているとしても,EUの 行動 によってその規範の正統性が失われると判

断される可能性 を示 している。第2に 規範の回答の中で 「規範以外の分野」で

は,EUは グレー ト・パワーであると見なす意見が多数を占めた。この意見の

中心は,環 境や会計,競 争法などの分野での基準の作成 と,そ れらの基準が世
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界 的 に 与 え る 影 響 を 関 連 させ て グ レー ト ・パ ワー と述 べ て い た。REACH

(Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)な どの 具 体 的 な指 令

に言 及 す る エ リー トもい る な ど,関 心 は高 か った 。

最 後 に,EUEAの エ リー ト ・イ ン タ ビ ュー 調 査 を も と に,日 本 と 中 国 ・香

港 ・韓 国 ・シ ン ガ ポー ル の 結 果 を比 較 す る。 第1に,回 答 者 の 中で は,EUは

全 て で グ レー ト ・パ ワー と見 な さ れ てお り,具 体 的 な 数値 が あ る 中 で は,中 国

で は91%,香 港 で は90%が 支 持 してい た(日 本 は84%)。 第2に,EUが グ レー

ト ・パ ワー と認 識 され て い る分 野 につ い て,香 港 で は経 済 分 野 が 最 も多 く(66

%),政 治 分 野 で も グ レー ト ・パ ワ ー と認 識 され て い た 。 韓 国 で は経 済 分 野 ・

外交分野 ・規範分野であった。シンガポールでは経済分野であった。中国につ

いては分野ごとの記述はなかった。日本の結果と比較すると,回 答の傾向は非

常に似てお り,相 違点はほとんど見当たらないといえよう。特に類似する点は

EUを グレー ト・パワーと見なすエリー トが多数であることと,グ レー ト・パ

ワーと最も見なされる分野が経済であることである。あえて相違点を述べると,

シンガポールでは外交分野でEUは グレー ト・パワーと見 なされていない点

である。

お わ り に

これまで見てきたように,NCREの グループとルカレッリのグループを中

心に発展 しつつあるEU認 識研究は,日 本 におけるEU研 究だけでな く,欧

州 を含めた世界 中のEU研 究に対 して も重要 な意義 を持 っている。 また

NCREの グループが提示 しているメディア ・世論 ・エリー トの3つ の研究対

象からEU認 識を明らかにする方法は参考 にで きる枠組である。本稿では,

その中のエリー ト調査に関し,手 法と調査結果を示 した。インタビューを実施

した日本のエリー トの中では,EUは 特に経済面でグレー ト・パワーと認識 さ

れていた。この傾向は中国 ・香港 ・韓国 ・シンガポールのエリー トの間でもほ
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ぼ共有されていた。

今後の課題として,以 下の2点 を指摘 しておきたい。第1に,欧 州 というフ

ィール ドにおいて,EUとEUの 加盟国はどちらの方が重要と認識 されている

のかということである。本稿の 目的は日本のエリー トにおけるEUに 対する

認識を明らかにすることであったため,EU加 盟国に対する認識を扱 っていな

い。 しかし今後の研究課題 として,EUと 加盟国とを区別 し,両 者 を比較する

視点を導入することは重要である。本稿の文脈では,EUと 加盟国のどちらが

どの分野でより重要視されているのかということを明らかにすることで,EU

への認識 加盟国への認識,そ して欧州全体への認識が明らかになるはずであ

る。第2に,本 稿はEUに 対する認識その ものを明らかにすることにとどめ

ているが,さ らに発展 させることが必要である。特に,EUに 対する認識の形

成の要因やEUに 対する認識が実際のEU外 交 に与える影響を明 らかにする

こ とは重 要 で あ る。

1)本 稿 は,以 下 の 研 究 成 果 の 一 部 を基 礎 と してい る。Martin Holland, Peter Ryan, Alojzy Z.

Nowak and Natalia Chaban (eds.) (2007) The EU through the Eyes of Asia: Media, 

Public and Elite Perceptions in China, Japan, Korea, Singapore and Thailand (Singapore 
-Warsaw: Asia-Europe Foundation

, National Centre for Rescarch on Europe, Ateneo de

Manila University and University of Warsaw).こ れ は 「ア ジア ・欧州財 団(Asia-Europe
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Asia: ESiA)」 の 最初 の研 究 プ ロジ ェ ク トで あ る 「ア ジ ア の眼 か ら見 たEU(The EU
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塾大学)・ 中国本土(復 旦大 学)・ 香港(香 港バ プテ ィス ト大学)・ 韓国(高 麗大学)・ シンガ
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あ る)。 前 掲書 には,筆 者 も執筆 に加 わっ た 日本 のEU認 識 を扱 った 章が あ る。Toshiro

Tanaka, Eijiro Fukui and Jessica Bain (2007) "Cast in America's Shadow: Perceptions of 

the EU in Japan", in Martin Holland et al (eds.) The EU through the Eyes of Asia: 

Media, Public and Elite Perceptions in China, Japan, Korea, Singapore and Thailand
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(Singapore-Warsaw : Asia-Europe Foundation, National Centre for Rescarch on Europe,
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   A Consideration of EU Perception Studies: 

As a Case of Elite Perceptions of the EU in Japan 

 FUKUI Eijiro 

 This paper focuses on EU perception studies and tries to clarify how non-
Europeans perceive the EU. EU perception studies can contribute to the 
research agenda on EU identities from the outside European perspective. 
The author participated in the research project of "The EU through the 
Eyes of Asia", which is the first research project of European Studies in 
Asia, studied the perceptions of the EU among Asian countries such as 
China, Hong Kong, Japan, Singapore, South Korea, Thailand using media 
analysis, public opinion survey and elite interview research. Also, the author 
researched the perceptions of the EU in Japan. This paper is based on the 
fruit of this project. 
 The paper has two parts. The first part outlines the origin and the de-

velopment of EU perception studies. NCRE (National Centre for Research 
on Europe, University of Canterbury, New Zealand) began the perception 

project in 2003 with the objective of clarifying how the EU is perceived in 
Asia-Pacific. NCRE has been the core research centre of EU perception 
studies since then. NCRE presented a multinational research framework on 
EU perceptions in Asia-Pacific from three perspectives ; media, public opin-
ion and elites. This paper focuses on the elite aspect component of EU 

perception studies and criticises the previous literature. The second part 
shows the elite perception of the EU in Japan as one case. First, the metho-
dology of the elite interview research is introduced. Second, the result of 
Japanese elite interview research, which surveyed 38 Japanese elites be-

 317



tween May and October in 2007, is presented. Here, it is clear that the 

majority of Japanese elite interviewees consider the EU as a great power , 
especially economically and diplomatically. This trend can be found in the 

results of China, Hong Kong, Singapore and South Korea.
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